
（様式第４号）

□不利益処分の処分基準

環境部　環境政策課　企画担当

一般廃棄物処理基準不適合処分者等への措置命令

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第１９条の４第１項

（電話　６２１－５２１７　）

　（措置命令）
第１９条の４　一般廃棄物処理基準（特別管理一般廃棄物にあつては，
　特別管理一般廃棄物処理基準）に適合しない一般廃棄物の収集，運搬
　又は処分が行われた場合において，生活環境の保全上支障が生じ，又
　は生ずるおそれがあると認められるときは，市町村長（前条第３号に
　掲げる場合にあつては，環境大臣。第１９条の７において同じ。）は，
　必要な限度において，当該収集，運搬又は処分を行つた者（第６条の
　２第１項の規定により当該収集，運搬又は処分を行つた市町村を除く
　ものとし，同条第６項若しくは第７項又は第７条第１４項の規定に違
　反する委託により当該収集，運搬又は処分が行われたときは，当該委
　託をした者を含む。次条第１項及び第１９条の７において「処分者等」
　という。）に対し，期限を定めて，その支障の除去又は発生の防止の
　ために必要な措置（以下「支障の除去等の措置」という。）を講ずべ
　きことを命ずることができる。
２　【略】
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